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社会変動・生世界・民俗

島村 恭則
SHIMAMURA Takanori

　現代人の生に、民俗学はいかにアプローチするのか。その理論的フレームワークについて考え
る。

1．オルタナティブ・ディシプリンとしての民俗学

　議論の前提として、民俗学とは何かについて確認しておきたい。民俗学とは、「17世紀イタリ
アのヴィーコ（Giambattista Vico, 1668-1744）に発し、18・19世紀の対啓蒙主義、対覇権主義の
社会的文脈の中で、ドイツのヘルダー（Johann Gottfried von Herder, 1744-1803）、グリム兄弟
（Jacob Ludwig Karl Grimm, 1785-1863, Wilhelm Karl Grimm, 1786-1859）によって強力に推
進された文献学と、メーザー（Justus Möser, 1720-1794）による郷土社会研究が合流することで
形成され、その後、世界各地に拡散し、それぞれの地において独自に発展したディシプリンで、
覇権、普遍、中心、主流とされる社会的位相とは異なる次元で展開する人間の生を、前者と後者
の関係性を含めて内在的に理解することにより、前者の基準によって形成された知識体系を相対
化し、超克する知見を生み出す学問である」［島村 2017b］。
　民俗学を理解する上で最も重要なことは、この学問の本格的な形成が、18・19世紀のフランス
を中心とする啓蒙主義や、ヨーロッパ支配をめざしたナポレオンの覇権主義に対抗するかたちで、
ドイツにおいてなされた点である。そして、ドイツと同様に対覇権的な文脈を共有する社会が、
ドイツの民俗学の刺激を直接・間接に受けながら、とくに強力にそれぞれ自前の民俗学を形成し
ていったという点である。具体的には、フィンランド、エストニア、ラトヴィア、リトアニア、
ノルウェー、スウェーデン、アイルランド、ウェールズ、スコットランド、日本、中国、韓国、フィ
リピン、インド、新興国としてのアメリカ、ブラジル、アルゼンチンといった地域において民俗
学が発達した1）。
　民俗学が、その学史を通じて今日まで一貫して追究してきたのは、覇権、普遍、中心、主流と
される社会的位相とは異なる次元の人間の生であり、そこに注目することで生み出される知見で
ある。一般に、近代科学は、覇権、普遍、中心、主流とされる社会的位相の側から生み出される
知識体系であるが、民俗学は、それらを相対化し、超克する知を生み出そうとしてきたところに
強い独自性がある。したがって、民俗学は、近代科学の一つでありながらも、近代科学一般に対
するオルタナティブなディシプリンであるということになる。
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　民俗学は、覇権、普遍、中心、主流とされる社会的位相とは異なる次元で展開する人間の生
の理解を内在的に行なうことをめざすゆえに、調査研究のプロセスに、調査対象者、生活者と
しての当事者を組み込むことを重要な方法の一つとしてきた。民俗学は、アカデミー academy
（大学等の専門教育研究機関）に所属する研究者に加え、それには属さない多様なアクターをも
研究の担い手としているところから、「野の学問」［菅 2013］、「アカデミーの親密なる他者（the 
intimate Other of the academy）」［Noyes 2016：14］という名称で呼ばれることもあるが、これは、
内在的な対象理解のための方法として、調査対象者、生活者としての当事者を研究上の重要なア
クターとして組み入れてきた歴史に由来する。また、このことは日本の民俗学のみならず、アメ
リカをはじめ各国の民俗学にも程度の差はあるものの広く見られる現象である。
　以上が、民俗学を民俗学たらしめている理論的・実践的基盤である。以下で展開する民俗学理
論についての議論も、この基盤の上に立って行なわれるものである。

2．社会変動論としての柳田民俗学
　
　日本での民俗学の受容と展開は、20世紀初頭にはじまった。とくに、1910年前後に開始される
柳田國男（1875-1962）による学術活動がその展開をリードした。草創期の民俗学にとって重要な
機能を果たした学術メディアとして、1913年に柳田らによって創刊された雑誌『郷土研究』がある。
柳田は同誌を舞台に次々と民俗学史上重要な研究を発表していった。また同誌を通じて、多くの
地方在住者が「郷土研究」に関心を持ち、その中から在野の民俗研究家も出現するようになった。
　『郷土研究』は、1917年に休刊となったが、その後、『土俗と伝説』（1918-1919）、『民族』（1925- 
1929）、『民俗学』（1929-1933）というように民俗学関連雑誌が刊行され、これらの雑誌を通して、
日本の民俗学は、多くの資料とそれにもとづく研究成果の蓄積をはかりつつ成長していった。そ
して、これらの雑誌は、地方の読者層である在野の知識人を民俗学者として育て、また彼らを、
柳田を中心とするネットワークの構成員として組織化する上でも大きな役割を果たしていた。
　ところで、ここで重要なことは、鶴見和子［1997］が指摘しているように、柳田は、民俗学を、
民間伝承そのものの探求をめざす研究ではなく、一種の「社会変動論」として構想していた点であ
る。この場合、柳田の社会変動論は、欧米の近代化を普遍的な尺度とする欧米産「近代化論」の単
純なあてはめではなく2）、また社会学における近代化論3）とも異なり、人びとの生世界（後述）、と
りわけそこで生み出され、生きられてきた言葉、芸術、情動、信仰、人と自然のかかわり、女性
の日常、子どもたちの文化的創造性といった人文的な要素が、社会の構造的変動の中でどのよう
に変化しているのか、あるいは、社会の構造的変動の中で、それらのうち捨て去るべきものは何
で、残すべきものは何か、また新たに取り入れるべきものはどのようなものかを問うものであり、
さらに残すべきものと新たに取り入れるべきものとをどのように組み合わせて未来に向かってゆ
くべきか、を考えるものであった。そして、このような一連の考察は、生活当事者自身によって
行なわれるべきものだともされていた4）。
　このような柳田独自の社会変動論こそが、彼の考える民俗学であり、社会変動論としての民俗
学を展開する上での主たる資料が、その当時の人びとの生世界において生み出され、生きられて
いた民間伝承群であった。彼が組織的に採集した民間伝承群は、社会変動論を展開する上でのコー
パス（資料体）として位置づけられるものだったのである。
　ところが、1930年代後半以降、民俗学のさらなる組織化とマニュアル化（「民間伝承の会」の結
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成［1935年］と雑誌『民間伝承』の創刊［1935年］、概説書『郷土生活の研究法』の刊行［1935年］など）
が進行すると、民俗学の研究を志す者の間で、柳田の構想とは異なる次元での民俗学理解、すな
わち、民俗学とは、民間伝承そのものの研究（たとえば、民間伝承の歴史的変遷や起源の探究、
本質主義的な意味の探求など）のことである、とする認識が急速に強まっていった。これは、第
二次大戦後になっても変わることなく、1990年代に入るまで続いた。また、今日、社会一般に通
用している民俗学理解も、この路線上にある。
　「民俗学＝民間伝承研究」という位置付けからの脱却を主張する動きは、1990年前後から見られ
るようになった。そのことが明確にわかる理論的論考として、重信幸彦［1989］と岩本通弥［1998］
がある。重信は、民俗学とは、本来、「自分自身を足元から相対化しつつ語ってゆく知の戦術」、「自
らの『日常』を相対化して自分を語る言葉を紡ぎだす」方法論であって、そこでは、たとえば、「日
常生活が人の身の丈の大きさを越えてしまうことによる生活の質の変化」とそれを用意した「近
代」という仕掛けを、「聞く者」と「語る者」とが、ともに「現在」を生きる者として問いを擦り合わせ、
共有する「聞き書き」の場から捕捉する営みが可能となると論じている。
　また、岩本は、柳田の民俗学思想の再検討を行ない、「社会現前の実生活に横たわる疑問」を解
決し、それによって「人間生活の未来を幸福に導く」のが民俗学で、それが扱う「過去の知識」とし
ての「民俗」は、あくまでもそのための材料であったにも関わらず、その後の民俗学が、こうした
問題意識を忘却し、「民俗」そのものの研究を目的とする学問に転じていったこと―岩本はこれを
「民俗学の文化財学化」と呼ぶ―を批判し、「『民俗』を研究する学問」から、「『民俗』で研究する学問」
への転換（回帰）の必要性を論じている。
　重信、岩本ともに、社会変動論という語を用いているわけではないが、議論の内容は、明らか
に柳田流の社会変動論を志向するものとなっており、ここにおいて民俗学の社会変動論としての
再出発がはかられたということができる。そして、これ以降、市場経済、消費、科学技術、農業政策、
戦争、暴力、災害、権力、生活革命、生命、記憶、文化遺産、観光、多文化主義、移民、ナショ
ナリズムなど、さまざまな主題領域で、それを社会変動論として自覚するかどうかには濃淡はあ
るものの、広い意味での民俗学的社会変動論といえる研究が生み出されることとなった5）。

3．生世界と民俗

　ところで、筆者は、これから先の日本の民俗学は、中国民俗学、ドイツ民俗学、アメリカ民俗
学など、世界各地の民俗学が開発した民俗学理論との照合の中で、理論構築をはかってゆく必要
があると考えているが、その際、最初に学ぶべきは、中国民俗学、およびドイツ民俗学における「生
活世界」論であると考える。
　中国民俗学は、長らく「民間文学」研究として展開してきたが、1990年代以降、「生活世界」研究
として民俗学を再構築しようとするなど、理論化の進展が著しい［高 2015、戸 2015、高 2016、
戸 2016］。また、ドイツ民俗学でも、1970年代以降、ヘルマン・バウジンガー（Hermann 
Bausinger）の主導のもと、「生活世界」「日常」研究としての再編が進行している［バウジンガー 
2010、李 2015］。
　「生活世界」（Lebenswelt, life-world）とは、いうまでもなくエトムント・フッサール（Edmund 
Gustav Albrecht Husserl, 1859-1938）の現象学と、それを社会学の文脈で発展させたアルフレッ
ド・シュッツ（Alfred Schütz, 1899-1959）によって提唱された概念であるが6）、筆者は、中国民俗
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学、ドイツ民俗学に刺激を受けつつ、日本の民俗学に、「生活世界」論を導入すべきであると考える。
ただ、その場合、Lebenswelt, life-worldについては、「生世界」という日本語をあて、以下のよう
にその意味内容を定位することにしたい。
　社会学者の江原由美子は、シュッツの生活世界論を分析し、彼のいう生活世界には、「想像の
世界」「夢の世界」「芸術の世界」「科学の世界」「宗教的経験の世界」「子どもの遊びの世界」「狂
気の世界」と並んで多元的リアリティを構成する一リアリティとしての「日常生活世界」を意味す
る生活世界と、多元的リアリティの総体としての生活世界の二つがあるとした上で、このうちの
後者を「生きられる世界」と呼んでいる［江原 1985：25-55］。
　また、同じく社会学者の西原和久は、シュッツ以後の現象学的社会学の展開を批判的に検討し、
現象学的社会学の「生活世界」論は、身体的「生」（生命）次元の存在を忘却する傾向にあると指摘
した。そして、この次元を視野に入れた根源的な「生」世界論を展開し［西原 2003：190-194］、そ
の際、これまで「生活世界」の日本語があてられてきたLebenswelt、life-worldには「生世界」の語
をあてるべきだと論じている［西原 2006：71-80］。
　筆者は、江原と西原によるこれらの議論を踏まえ、身体的「生」（生命）の次元を含めた「多元的
リアリティの総体としての生きられる世界」を、「〈生きられる世界〉としての生世界」と称するこ
ととし、そして、この「〈生きられる世界〉としての生世界において生み出され、生きられた経験・
知識・表現」が、民俗学が研究対象とする「民俗」であると定義するものである。
　「民俗」をこのように定義すると、何が「民俗」で、何が「民俗」でないのか、という問題について、
次のような説明が可能となる。すなわち、〈生きられる世界〉としての生世界に外在するものは、「民
俗」ではない。しかし、それが〈生きられる世界〉としての生世界に導入され、生きられれば、「民俗」
となる。また、〈生きられる世界〉としての生世界において生きられていたものが、生きられなく
なったとき、それは「民俗」ではなくなるのである7）。
　一例をあげると、「世間」という概念がある。「世間」は、ある個人（当事者）の〈生きられる世界〉
としての生世界の外にあるならば、「民俗」ではない。しかし、その当事者が、「世間体」を気にする、
というように世間を意識した段階で、「世間」は、その当事者の〈生きられる世界〉としての生世界
において生きられることになり、「世間」についての経験・知識・表現は、その人にとっての「民俗」
となる。「学校」も「国家」も「ユネスコ」も「ハイ・アート」も「株価」も「キリスト教」も「生活改善運動」
も「ショッピングモール」も、同様である。それらが、当事者の〈生きられる世界〉としての生世界
の外にあるならば、「民俗」ではない。しかし、それらが〈生きられる世界〉としての生世界におい
て生きられるならば、それらについての経験・知識・表現は、当事者にとっての「民俗」となる。
　ところで、これまでの説明で、「民俗」が生み出され、生きられる世界が、生世界であることが
理解されたと思うが、この場合、柳田國男が多用した「郷土」とは、「民俗」が生み出され、生きら
れる世界としての生世界に対するメタファーであったということも可能である。佐藤健二は、ま
さに「現象学的解釈」［佐藤 2002：314］として、「郷土」に対する次のような再定義を試みている。
　すなわち、「郷土」とは、「実体としての出身地や現実の地域には置きかえられない方法性をもっ
た概念」で、「それぞれの身体に、いわば所与の素材として与えられている日常であり、実践とし
て使いこなされ再生産されている『意識感覚』のありようそのもの」、「明確に言語化されない日常
であり、無意識であり、身体であり、知識や経験の根拠地」であり、「疑問と批判力の共有地」で
ある［佐藤 2002：311-321］。このような「郷土」とは、本稿にいう「『民俗』が生み出され、生きら
れる世界としての生世界」に他ならないと言ってよいだろう。
　さて、ここで話を柳田による民俗学的社会変動論の議論に戻したい。前節で筆者は、柳田の民
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俗学的社会変動論は、社会構造の変動の中での生世界、とりわけそこで生み出され、生きられて
きた人文的要素の変化について考えるものだと述べたが、そこでいう生世界とは、まさにいま概
念設定をした意味での「生世界」である。そして、「人文的要素」を含む、そこで生み出され、生き
られてきた経験・知識・表現が、ここまで説明してきた「民俗」なのである。そうすると、柳田が
構想し、われわれもそれを引き継ぐ民俗学的社会変動論とは、次のように言いなおすことができ
るであろう。
　すなわち、それは、社会の構造的な変動の中で、人びとの〈生きられる世界〉としての生世界で
生み出され、生きられる経験・知識・表現、すなわち民俗のあり方はいかに変化したか、また、
人はいかなる経験・知識・表現、すなわち民俗を生み出し、生きることによって構造変動に対応
すべきか、を生活当事者と研究者との協働によって内在的に考察することで、人びとの生世界を
より良いものにすることをめざす人文社会理論である。

4．フォークロアからヴァナキュラーへ

　本稿で、筆者は、「民俗」を、「〈生きられる世界〉としての生世界において生み出され、生きら
れた経験・知識・表現」と定義したが、この定義を、日本語圏、あるいは漢字文化圏を越え、世
界の民俗学界に発信しようとする場合、いかなる用語（さしあたり、英語の用語）を以てこれを表
現すべきであろうか。これまでの学問的慣例に従って、folklore（フォークロア）と訳すべきなの
だろうか。
　20世紀半ばに至るまで、世界のいずれの民俗学においても、フォークとは、農山漁民であり、
フォークロアとは、農山漁村で伝承され残存している民間伝承のこととする理解が一般的であっ
た。これに対して、アメリカの民俗学者、アラン・ダンデス（Alan Dndes, 1934-2005）は、まっ
たく異なる定義を提示した。すなわち、フォークについて、「どのような人々の集団であれ、一
つの共通の因子を分かち持っている人たちである。その人々を結びつけている因子はどのような
ものでもかまわない。共通の職業でも、言語でも、宗教でも、何でもよいのである。重要なのは、
何らかの理由で形成された集団が、独自と呼べる何らかの伝統を持っているということである」
［Dundes 1965：2］とし、フォークロアとは、この「何らかの伝統」のことであるとした。この定義は、
従来の民俗認識、民俗学観を大きく転換させるものとして、アメリカをはじめ、多くの国の民俗
学に影響を与えた。
　しかしながら、民俗学の外部においては、フォークロアを、農山漁村で伝承されてきた民間伝
承のこととする見方や、「古めかしく珍奇なもの」とする偏見が消え去ることなく持続し、アメリ
カの民俗学者たちは、フォークロアという語に対する社会的な誤解の根強さに苦慮し続けてきた。
　また、ラテンアメリカでは、フォークロアが、国家による国民統合のための道具とされたこと
への批判［ロウ／シェリング 1999：11-31］や、フォークロアの概念がはらんだ「西洋近代的・主
知的文化観」、エリートがフォークロアを「情報」「知識」「商品」として専有する不均衡な権力関
係への批判がなされ［石橋 2012：270-271］、フォークロアの語は次第に、ポピュラー・カルチャー
（Popular Culture）の語に取って替わられていった。
　一方、インド、フィリピン、中国、韓国、日本など、アジア各国においては、南米におけるよ
うなフォークロアの語をめぐるそうした社会的認識は顕在化しておらず、それに対する批判的な
議論も起こっていないため、フォークロアの語に対する忌避感は見られない。
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　このように、フォークロアの語をめぐる受けとめ方は、国や地域によって一様ではないものの、
国際的な文脈で、フォークロアの語を使い続けることができるかどうかについては、検討の余地
があるといえよう。
　こうした状況下で、フォークロアに替わる語として登場してきたのが、vernacular（ヴァナキュ
ラー）という概念である。ラテン語の「家で生まれた奴隷（a home born slave）」を語源とする「ヴァ
ナキュラー」は、近代文献学において、〈権威あるラテン語に対する世俗の言葉（俗語）〉を意味す
る語として用いられてきたが［Burke 2004、Leonhardt 2013、小長谷 2016］、その後、建築学の
領域に流入し、専門の建築家以外の者によって建てられた建築物をさす語として、「ヴァナキュ
ラー建築（vernacular architecture）」の語が広く用いられるようになった8）。そして、ヴァナキュ
ラー建築は、土地・風土に根差したものとして建てられたものであることが多いため、ヴァナキュ
ラー建築は、「土地・風土に根差した建築」という意味の語として認識されるようにもなった。　
　アメリカ民俗学では、1950年代以降、民俗学的建築研究の領域でヴァナキュラー建築の語が使
用され［Vlach 1996：734］、その後、芸能、工芸、食、音楽をはじめ、より広い対象に対しても
この語が使われるようになったが［Vlach 1996：734］、概念としての理論的彫琢はレオナルド・
プリミアノ（Leonard N. Primiano）［1995］によるところが大きい。
　プリミアノは、ヴァナキュラーの語を語史的・語誌的に検討して、この語に、地域的（local）、
土着的（native）、個人的（personal）、私的（private）、芸術的（artistic）などの含意があることを
明らかにし、また周辺領域での概念化の動向を検討した上で、「個人の生きられた経験に見出さ
れる創造性」9）を意味する概念として、ヴァナキュラーを再定位した10）。そして、この概念によっ
て、それまでの民俗学が用いてきたフォークfolkの語では捉えられない人間の生の実態がとらえ
られるとした。
　プリミアノは、ヴァナキュラーをめぐる議論を、「ヴァナキュラー宗教」という概念を用意して
宗教研究の文脈で展開し、次のように述べている。「ヴァナキュラー宗教は､ 生きられた宗教､
すなわち人々が出会い､ 理解し､ 解釈し､ 実践する宗教である｡ 宗教は解釈を生得的に伴うため、
個人の宗教がヴァナキュラーでないことは有り得ない」［Primiano 1995：44］。「ローマの教皇
も､ チベットのダライ･ラマも､ イスタンブルの総主教も､ エルサレムのチーフ･ラビも､ 純粋無
垢な宗教生活を『公式』に生きてはいない｡ こうした聖職階級のメンバーは､ その宗教伝統におけ
る制度規範の最たる側面を代表していようとも､ ヴァナキュラー的（vernacularly）に信仰し実践
している｡ そこには常に､ 幾らかの受動的適応があり､ 幾らかの興味深い残存があり､ 幾らかの
能動的創造があり､ 幾らかの反体制的衝動があり､ 幾らかの生活経験からの反省があり､ そうし
てこれら個々人がどのように宗教生活を送るかに影響している」［Primiano 1995：46］。
　筆者は、プリミアノの議論に同意する。その上で、彼のヴァナキュラー概念を、さきに論じた
「生世界」論と接合し、ヴァナキュラー（the vernacular）を「〈生きられる世界〉としての生世界に
おいて生み出され、生きられた経験・知識・表現」のことと定義する。そして、この「〈生きられ
る世界〉としての生世界において生み出され、生きられた経験・知識・表現」が、さきに論じたと
おり、日本語では「民俗」に相当するものであることから、ヴァナキュラーとは「民俗」のことであ
り、「民俗」とはヴァナキュラーのことである、と位置づけるものである。そしてまた、「民俗」を
the vernacularと訳したことから、「民俗学」の英語名称も、Folklore Studies やFolkloristicsから、
Vernacular Studiesへ変更すべきではないかとも考えるものである。
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1 民俗学のこうした形成史は、人類学のそれと対照的
である。人類学は、イギリス、フランス、強国とし
てのアメリカといった覇権的強大国において、非キ
リスト教圏の「他者」を覇権的に研究するプロジェク
トとして生まれた学問である。なお、この場合、イ
ギリスやフランスにおいても民俗学が研究されてい
たという事実があり、この点をどのように位置づけ
るかという問題があるが、これについては次のよう
に説明できる。

 　たしかに、イギリスでは、1846年に、ウイリアム・
トムズ（William John Thoms）が、ドイツのグリム兄
弟の著作の影響のもと、フォークロアFolkloreとい
う英語を創出し、その後、多くの民俗学的研究が生
み出されてきた。しかしそれらは、フォークロアを、
「文明中の残存文化」、「未開民族文化と比定し、人類
文化的に解釈し取り扱ったにすぎず」、そのため、イ
ギリスのフォークロア研究は、ほどなく人類学に吸
収されてしまい、ドイツにおける民俗学のような「独
特の学問領域が、はたして存在したか疑わし」いとさ
れる歴史過程をたどった［岡 1994：201］。

 　フランスにおいても、民俗学的な研究分野の発生
はあったが、独立科学としての体系化を志向するよ
りは、社会学の一部門への吸収を自ら志向する傾向
が強く［サンティーヴ 1944］、その結果、国立民芸民
間伝承博物館（のちに国立ヨーロッパ・地中海文明博
物館に発展解消）をはじめとする博物館を主な舞台と
した個別資料研究的な領域としては自立したものの
［キュイズニエ／セガレン 1991］、アカデミックディ
シプリンとしての独立は見ることなく、社会学や人
類学に吸収されているといってよい現状である。

 　民俗学史をめぐるイギリス・フランス両国とドイ
ツとの相違の背景には、対覇権主義的な社会的文脈
の有無が関係していると考えられる。

2 鶴見和子は、柳田の社会変動論では、地球上の社会
の多系的な発展が前提とされ、欧米の近代化を物差
しとする単系発展の考え方は採られていないと指摘
している［鶴見 1997：446］。

3 社会学における近代化論については、富永［1996］な
どを参照。

4 柳田流社会変動論に相当する具体的作品としていく
つか例をあげるなら、言葉を中心とするものとして
『国語の将来』（1939年）、生活の中の芸術や情動を
中心とするものとして『不幸なる芸術』（1953年）、
信仰を中心とするものとして『氏神と氏子』（1947
年）、人と自然のかかわりを中心とするものとして
『野草雑記・野鳥雑記』（1940年）、『狐猿随筆』（1939
年）、女性の日常について『木綿以前の事』（1939年）、
子どもたちの文化的創造性について『小さき者の声』

（1942年）、また、感覚や情動を含めたさまざまな人
文的要素について広く言及したものとして『明治大正
史世相篇』をあげることができる。柳田は、これらの
著作のあちこちで、さまざまな新旧の人文的要素の
選択を、社会の変化に応じて生活当事者が自らの判
断で行なうことが大切であり、民俗学はそれを実現
するための方法だと論じている。

5 たとえば、人びとの生世界が市場経済や文化政策の
動きと接合したとき、そこに表出される「宗教性」の
あり方はどのようなものになるのかを検討した門田
岳久［2013］、徴兵や戦争という出来事が生世界に侵
入してきたとき、人びとはいかなる民俗を生み出し、
生きたのかを解明した喜多村理子［1999］、市場経済
の展開の中で産業化が進んだ現代の農業を、農業者
たちの生世界はいかに受けとめているのかを理解し
ようとした野口憲一［2016］、などを優れた代表例と
してあげることができる。

6 フッサールは、生活世界を、「それだけがただ一つ現
実的な世界であり、現実の知覚によって与えられ、
そのつど経験され、また経験されうる世界であると
ころ」［フッサール 1995：89］のもの、われわれの全
生活が実際にそこで営まれているところの、現実に
直観され、現実に経験され、また経験されうる」［フッ
サール 1995：92］世界、「われわれの具体的な世俗生
活においてたえず現実的なものとして与えられてい
る世界」［フッサール 1995： 93］のこととしている。

 　また、シュッツとルックマンは、生活世界（「日常
生活世界」）を、「自然的態度に留まっている人びと
にとっては自明である前科学的な現実」［シュッツ／
ルックマン 2015：43］、「人がそのなかで自らの身体
をとおして作用することによってそれに介入し、そ
れを変化させることのできる現実領域」［シュッツ／
ルックマン 2015：43］、「常識的態度のうちにいる十
分に目覚めた通常の成人が、端的な所与として見出
す現実領域」［シュッツ／ルックマン 2015：44］、そ
こにおいてのみ「共通のコミュニケーション的周囲世
界が構成され得る」［シュッツ／ルックマン 2015：
44-45］「人びとにとって特別な至高の現実」［シュッ
ツ／ルックマン 2015：45］のこととしている。

7 このような民俗の定義のもとでは、これまでの民俗
学において、それが「民俗」であるか否かを弁別しよ
うとする際にしばしば持ち出されていた、「伝承され
たもの」であるか否か、「変わりにくいもの」であるか
否か、といった点は、「民俗」の弁別基準にはなりえ
ない。「伝承されたもの」であろうとなかろうと、「変
わりにくいもの」であろうとなかろうと、「〈生きられ
る世界〉としての生世界で生み出され、生きられた経
験・知識・表現」は、等しくすべて「民俗」である。

注　
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